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第３章　計画の基本的考え方

第５章　計画の推進２　地域福祉を取り巻く現状と課題

推進体制

３　計画の期間

第２章　地域福祉を取り巻く状況と課題

１　地域福祉を取り巻く社会状況

静岡県地域福祉支援計画（第４期）　≪概要≫

第１章　計画の趣旨 第４章　施策の推進

１　計画策定の趣旨 ２　計画の位置付け 施策体系（大柱・中柱）

【新規相談者の抱える課題数】

  少子高齢化の進行や地域のつながりの希薄化などか
ら、地域において個人や世帯を取り巻く生活課題は
ますます複合化、多様化しています。こうした生活
課題に対応し、地域福祉を一層推進するため、第４
期計画を策定するものです。

 ・社会福祉法第108条の規定に基づく、県内市町の地域福
祉計画の達成や地域福祉の推進に関する取組を広域的な見
地から支援するための計画。

・本県の地域福祉の施策の方向性を示す計画であり、高齢
者、障害者、児童などの福祉に関し、共通して取り組むべ
き事項や市町の包括的支援体制構築の支援に係る事項など
について、地域福祉の視点から分野横断的に定める計画。  令和３年度から令和８年度までの６年間

  少子高齢化の進行や地域のつながりの希薄化などか
ら、地域の生活課題は、介護、育児、就労、住まい
家族関係、生活困窮などの複数の分野にまたがり
「複合化」し、雇用形態やライフスタイルの変化か
ら「多様化」しており、課題解決が困難な事案が増
加しています。

【新規相談者の抱える課題領域（上位12項目）】

＜基本理念＞

＜基本目標：目指すべき地域社会の将来像＞

個性や多様性を尊重し認め合い、一人ひとりが
役割や生きがいを持って、地域を共に創る
共生の“ふじのくに"づくり

一人ひとりが主体的に地域づくりに参画し、人と人、
人と社会がつながる孤立しない地域共生社会

Ⅰ 共生の意識づくり

Ⅲ 福祉の基盤づくり

Ⅱ 共生の地域づくり

＜施策の方向＞

＜施策の方向＞
　（大柱）

（件）

■少⼦⾼齢化の進⾏、家族構成の変化、
⼈⼝の減少

■家庭環境や就労環境の変化
■地域のつながりの希薄化

■複合課題､制度の狭間の課題などへの対応
■福祉・介護⼈材の確保
■セーフティネットの整備､社会的孤⽴への

対応

 

■地域の⽣活課題の多様化・複合化 
■活動の担い⼿の⾼齢化や⼈材の不⾜ 
■災害、防犯への対応 

 ・障害の有無や年齢などによって、「⽀える側」と「⽀えられる側」に固定
せず、誰もが役割や⽣きがいを持って、地域づくりに参加し、地域全
体で⼈と⼈とが⽀え合う仕組みを創る。 

・様々な⽣活課題の解決のため、福祉分野を超えて多分野との連携
や協働による地域づくりを推進する。 

 ・包括的な相談⽀援や参加⽀援、地域づくりに向けた⽀援などの⼀体
的な取組を推進し、市町の包括的⽀援体制の構築を図る。 

・福祉・介護⼈材の確保と福祉サービスの適切な利⽤の推進を図る。 

　庁内関係部局で組織する「静岡県地域福祉支援計画策定・推進本部」を中心に数値目標等を基準に施策の成果や
進捗状況を定期的に調査、分析、評価し、必要に応じて計画を見直します。

 ○ 社会福祉法改正を踏まえ、複合化、多様化する
     地域の生活課題に対応するため、多様な主体が
     分野を超えて連携し、地域全体で課題解決に向
     けて取り組むことができるよう施策を展開する。

 ● 基本目標の達成に向けて、大柱Ⅰを「共生の
     意識づくり」に見直し、地域共生の意識醸成
     のための啓発や幼少期からの体験を通じた福
     祉教育を推進する。

 ● 「双方向型」による支え合いの下、地域の生活
     課題の解決に向けた取組が促進されるよう、多
     様な人々が集う居場所等の場の整備や住民等の
     地域活動への参加・交流の促進など、地域力の
     強化を図るための施策を推進する。

 ● 大規模災害への備えや犯罪の未然防止に向けた
     取組を強化し、コロナ禍においても、誰一人
     取り残さない安全・安心な地域社会を目指す。

 ● 分野や属性に関わらず、個人や世帯の抱える
     様々な相談を受け止め、課題解決に必要な支援
     が包括的に提供されるよう、「包括的な支援
     体制構築の推進」を新設し、市町の体制構築を
     支援する。

現状値 目標値

53.8％
（R２）

75％
（R３）

Ⅰ
29,320人
（R１）

30,000人
毎年度
（R７）

851人
（R１）

1,400人
（R６）

成果

指標

誰もが暮らしやすいまちづくりが進んでい
ると感じる県民の割合

活動

指標

人権啓発講座等参加人数

「共生・共育」の推進に向け、居住地域での交
流を実施した児童生徒の数

現状値 目標値

83.5％
（R２）

87％以上
毎年度
（R３）

Ⅱ
29人
（Ｒ１）

30人
毎年度
（R８）

4,226箇所
（R１）

5,500箇所
（R５）

成果

指標
県民の地域活動への参加状況

活動

指標

地域福祉コーディネーターの養成者数

「通いの場」設置数

現状値 目標値

11市町
（R１）

35市町
（R６）

Ⅲ
871人
（R１）

900人
毎年度
（R８）

841人
（R１）

1,000人
毎年度
（R８）

成果

指標
包括的相談支援体制の整備を行った市町数

活動

指標

成年後見制度利用促進研修参加人数

社会福祉人材センターにおける就職者数

改正・重点ポイント

 ・個性や多様性を尊重し、地域で共に⽀え合い、地域を共に創る「地
域共⽣」の意識の醸成を図る。 

・学校、家庭、地域等が連携して、地域で暮らす多様な⼈との触れ合
いや交流などの体験を通じ、幼少期からの福祉教育を推進する。 

○ 新規相談者の約７割が
   ２個以上の課題を抱え
　 ています。
　　(課題の複合化)

統計：静岡県内の自立相談支援機関における新規相談件数（令和元年１月～12月集計）

325

332

385

621

640

656

715

786

846

944

1,003

2,101

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

障害（疑い）

　　　　　　　　社会的孤⽴
（ニート・ひきこもり等含む）

障害（⼿帳有）

就職定着困難

債務（多重・過重）

　　　　　　　その他メンタルヘルス
（うつ・不眠・依存症・適応障害等）

住まい不安定

家計管理の課題

家族関係・家族の問題

病気

就職活動困難

経済的困窮

○ 新規相談者の抱える課題は、
　 経済的困窮のほかに就労、
　 病気、家族、住まいなど
　 多岐にわたっています。
　（課題の多様化）

新規相談件数
　5,527件

（令和元年１月～12月）



計画のポイント（改正点）

 Ⅲ　福祉の基盤づくり

新
拡

新

・ 分野横断的な包括的相談⽀援体制構築の⽀援
・ ⽣活・就労・居住⽀援等の社会参加への⽀援
・ 各福祉分野の包括的な支援施策の推進

・ ふじのくに型福祉サービス等の推進

・ 難病患者等の広域的な支援が必要な人への取組

　の推進

・ 福祉・保健・医療サービスの一体的な提供の支援

新

・ 生活援護を必要とする人への支援の充実

・ 生活困窮者の自立支援対策の充実

・ 子どもの貧困対策の推進

・ 自殺総合対策の推進

・ 社会的孤⽴の防⽌

拡

新

新

・ 成年後⾒制度の利⽤促進
・ 日常生活自立支援事業の促進

・ 児童、高齢者、障害児者の虐待やＤＶ被害防止
　対策の推進

・ 消費者被害等の防止に向けた取組の推進

新

・ 福祉・介護⼈材の確保と定着⽀援
・ 福祉・介護人材養成の推進

・ 外国人介護人材の確保

・ 県社会福祉人材センターの機能強化

新

・ 苦情解決体制の整備促進
・ 福祉サービス第三者評価等の推進

・ 社会福祉事業の健全な運営の確保を図るための指導
　監査等の実施

・ 福祉サービスの情報の公表

1 包括的な⽀援体制構築
の推進

2
希望や自立につなぐ
セーフティネットの整備

3 権利擁護の推進

4
福祉サービスを担う人
材の養成・確保

5
福祉サービスの適切な
利用の推進と質の一層
の向上

 Ⅰ　共生の意識づくり

拡

・ 企業、団体、学校等との連携による地域共生の意識の

　醸成

・ 「子育ては尊い仕事」の理念の浸透

・ ふじのくに型人生区分の普及・啓発

・ ⼈権を尊重し認め合う共⽣の意識の浸透

新

・ 地域における福祉教育の推進

・ 家庭教育の支援の促進

・ 豊かな人間性を育む食育の推進

・ 幼少期からの福祉体験の推進
・ 家庭教育支援や福祉教育を推進する人材の育成

・ 教育機関における福祉教育・学習の推進

・ 共生・共育のこころの学び

・ 学校と地域やＮＰＯ等との連携・協働の充実

1 「地域共⽣」の意識の
醸成

2
家庭や地域における多
様な世代に対する福祉
教育の推進

3
学校における福祉教育
の推進

・ 福祉のまちづくり条例の普及啓発

・ 誰もが暮しやすいまちづくりの推進

・ 安心して利用できる製品やサービス・情報の提供

・ お互いを尊重し、共生する社会づくり

拡

拡

新

新

新

・ 地域防災活動の推進

・ 災害時要配慮者への支援体制の強化

・ 地域防災に係る情報提供の推進

・ 災害時の広域支援ネットワークの構築

・ 被災後の生活再建への支援

・ 災害ボランティア活動の促進
・ 安全・安心のまちづくりの推進

3
ユニバーサルデザイン
と福祉のまちづくりの
推進

4
新しい⽣活様式を踏まえ
た防災･防犯の地域づく
りの推進

 Ⅱ　共生の地域づくり

拡

拡

・ 市町地域福祉計画の推進支援

・ 住民主体の支え合いによる地域活動の推進

・ 地域における相談・見守り体制の充実

・ 多様な⼈・世代が集う居場所づくりと住⺠参加
　の促進
・ 在住外国人と共生する豊かな地域づくり

・ コミュニティづくりの支援

・ 地域のネットワークづくりの促進

・ 健康、福祉、地域活動に関する情報提供の充実

新

新

・ 県・市町社会福祉協議会の活動の充実

・ 民生委員・児童委員の活動しやすい環境づくり

・ ボランティア・ＮＰＯ等による地域活動の推進

・ 企業等による地域貢献活動の推進と連携強化

・ 社会福祉法⼈の地域における公益的な取組
　の推進
・ 寄附や共同募金等への理解と取組の促進

・ 多分野連携・協働による地域活動団体への取組の支援

1 住⺠の地域活動への
参加･交流の促進

2
多様な主体による双方
向型の地域活動の推進

　
　 多様化、複合化する地域の生活課題を「他人事」では
なく「我が事」として捉え、地域全体で課題解決に向け
て取り組むためには、一人ひとりが、お互いの個性や多
様性を尊重し認め合い、共に支え合い、地域を共に創る
「地域共生」の意識の醸成を図ることが重要です。
　このことから、お互いの個性や多様性を尊重し、世代
を超えて人を思いやり、福祉のこころを育む「共生の意
識づくり」を推進します。

　分野や属性に関わらず、地域の生活課題の解決に必要
な支援が包括的に提供されるよう、市町の包括的支援体
制の構築を支援します。
　また、福祉サービスに対するニーズは、今後、ますま
す多様化し、増大することから、福祉・介護人材の確保
と福祉サービスの適切な利用の推進を図る必要がありま
す。
　このことから、必要な支援やサービスを包括的に提供
する体制等を整備する「福祉の基盤づくり」を推進しま
す。

　障害の有無や年齢、性別などによって、「支える側」
と「支えられる側」に分かれるのではなく、「双方向
型」の支え合いの下、一人ひとりが役割や生きがいを
持って、地域づくりに参加し、地域全体で人と人とが支
え合う仕組みを創ることが必要です。
　このことから、地域において住民主体の活動や交流の
促進を図り、人と人、人と社会とのつながりを再構築す
ることで、地域力の強化を図る「共生の地域づくり」を
推進します。

◇Ⅰ-2-(4)
　　幼少期からの福祉体験の推進
    幼少期からのあらゆる世代における福祉教育を推進
します。幼少期から地域で暮らす多様な⼈々との触れ合
いや交流などの体験を通じて、お互いの個性や多様性を
認め合い、⼈を思いやる福祉のこころを育みます。

新

新

新

◇Ⅲ-3-(1)
   成年後⾒制度の利⽤促進
   ⾼齢者や障害のある⼈など、判断が⼗分でない⼈が地
域で安⼼して⽣活できるよう、後⾒⼈等が財産管理や⾝上
保護などを⾏う成年後⾒制度の利⽤促進のための体制整
備を推進します。

◇Ⅱ-4-(6)
  　災害ボランティア活動の促進
    被災者への救援・⽀援活動が円滑に⾏われるよう、県
災害ボランティア本部・情報センターの⽴ち上げや運営を⽀
援します。また、⼤規模災害を想定した訓練や災害ボラン
ティアコーディネーターの養成等を⾏い、市町災害ボラン
ティアセンターの体制の強化を図ります。

 
 ○ Ⅰ～Ⅲの施策の方向(大柱)ごとに、左側に施策体系、
　  右側に趣旨と主な個別施策（小柱）を記載
 ○ 今回新設した項目に「新」、内容を拡充した項目に
   「拡」を記載
 ○ 重点ポイントを太字にて表記

計画のポイント(表の⾒⽅)

◇Ⅱ-1-(4)
  多様な⼈・世代が集う居場所づくりと住⺠参加の促進
　　誰もが集い、交流できる居場所などの場の整備を促進
します。また、コロナ禍においてもつながりを途切れさせない
創意⼯夫ある活動を推進し、⼈と⼈との豊かなつながりを
築きます。

◇Ⅲ-1-(1)
   分野横断的な包括的相談⽀援体制構築の⽀援
　相談を包括的に受け⽌める市町の相談⽀援体制の構築
のため、県アドバイザーの派遣、連携担当職員の研修など
により、多様化、複合化した地域の⽣活課題の解決に向
けた体制づくりを推進します。

市町における包括的⽀援体制


